
1学期

期日 曜日 行事名 学年 目的地 時間 台数 担当者 往・復

5/7 火 校外学習（中学部） 1，2，3年 海洋博記念公園 9:15～12:０0 2 島袋・新里 往・復

5/17 金 校外学習（１・２、３・４） １・２、３・４年 海洋博記念公園 9:20～13:50 2 １・２、３・４年 往・復

6/6 木 屋部小交流 ３、５，６年 屋部小 9:20～12:00 1 ３、５、６年 往・復

6/14 金 校外学習（小５・6） ５・6年 嘉手納海浜公園 9:20～13:50 1 ５・６年 往・復

6/28 木 校外学習(中学部） 2、３年 琉球村 9:15～12:00 1 島袋・新里 往・復

6/28 金 校外学習（小１・２） １・２年 羽地大川 9:15～1２:20 1 １・２年 往・復

7/12 金 校外学習（小３・４） ３・４年 ボウリング 9:30～13:50 1 ３・４年 往・復

7/12 金 校外学習（小５・６） ５・６年 もとぶ元気村 9:20～13:50 1 ５・６年 往・復

２学期

期日 曜日 行事名 学年 目的地 時間 台数 往・復

9/11 水 寄合原農場見学 1，2，3年 寄合原農場 9:15～12:15 1 １、２、３年 往・復

9/13 金 寄合原農場見学 4，5，6年 寄合原農場 9:15～12:15 1 4、5、６年 往・復

10/4 金 校外学習（小5・６） 5・６年 お菓子御殿 9:20～13:50 1 5・６年 往・復

10/18 金 校外学習（小1・２） 1・2年 ぎーのくんランド 9:15～12:00 1 １・２年 往・復

10/18 金 校外学習（小３・４） ３・４年 防災センター 9:20～13:50 1 ３・４年 往・復

10/31 木 宿泊学習（小５） 5年 名護青少年の家 9:20～12:00 1 小5年 往

11/1 金 宿泊学習（小５） ５年 名護青少年の家 10:00～13:45 1 小５年 復

11/8 金 大宮小交流 １，２，４年 大宮小 9:15～12:00 1 １，２、4年 往・復

11/8 金 理社合同学習（高等部） 1～3年 9:10～14:00 1 理科・社会科 往・復

11/14 木 校外学習（高等部） 1～3年 9:15～14:00 2 各学年 往・復

11/18 月 理社合同学習（高等部） 1～3年 9:10～14:00 1 理科・社会科 往・復

11/29 金 校外学習（小３・４） ３・4年 ブセナテラス ９:20～13:50 1 ３・4年 往・復

12/4 水 名護高校交流会（高） 1～3年 名護高校 9:15～12:40 2 上地章子 往・復

12/9 月 観劇 小 名護市民会館 9:20～13:00 2 幼、１，２、３
４、５、６年 往・復

12/18 水 校外学習（中学部） 1，2年 名護博物館 9:15～12:00 2 當山・島袋 往・復

12/20 金 校外学習（小１・２） １・２年 イオン名護 ９:45～13:50 1 １・2年 往・復

12/20 金 校外学習（小３・４） ３・４年 ゴミ処理場見学 9:20～13:50 1 ３・4年 往・復

３学期　　　　　　　　　

期日 曜日 行事名 学年 目的地 時間 台数 往・復

1/24 金 校外学習（小１・２） １・２年 八重岳公園 9:20～12:20 1 １・２年 往・復

1/24 金 校外学習（小５・６） ５・６年 いこいの駅いずみ、今帰仁城跡 9:20～13:50 1 ５・６年 往・復

1/29 水 特体連駅伝試走会 中高 県総合運動公園 9:00～13:00 1 体育科 往・復

2/5 水 校外学習（中学部） 1，２年 今帰仁城跡 9:50～13:30 2 當山・島袋 往・復

2/7 金 校外学習（小３・４） ３・４年 名護パイナップルパーク 9:20～13:50 1 ３・４年 往・復

2/14 金 理社合同学習（高等部） 1～3年 9:10～14:00 1 理科・社会科 往・復

2/21 金 校外学習（高等部） 1～3年 9:10～14:00 2 各学年 往・復

令和6年度　校外学習年間計画　

○学校行事等によりスクールバスを利用する場合、次の事項を守らなければならない。スクールバス運行規程 第３条
　①スクールバスは、路線バスの運行する道路を運行することが原則であることから、場所・経路等は事前に下見すること。
　②スクールバスを学校行事等に利用する場合、「行事計画書」を実施期日の2週間前までに事務長と協議の上で起案し、
　　介助員(バス）、事務主事、事務長、教頭、校長の決裁を受けること。
　③行事の責任者は、決済を受けた「行事計画書」のコピーを事務長が委託業者に提出し、行事への協力依頼すること。
　④行事の都合で、スクールバスが待機せざるを得ない場合は、駐車場の確保をすること。
　⑤行事等でスクールバスを利用する場合、「スクールバス利用の心得」を十分踏まえ、安全運転に留意すること。
＊バス部の勤務時間割振り（休息及び休憩等）
　　・月～金曜日：6:４0勤務開始   10:00～13:00(勤務を要しない時間)  17:００勤務終了
〇スクールバスを利用する校外学習の場合は、校外学習計画案を2週間前までに起案する。
〇決済後、決済のおりた校外学習計画案をバス部に提出する。（バス部がバス会社及び運転手へ計画案を提出する。）
○下校（中送り）に支障のない範囲で計画すること。また、下校20分前（遅くても15分前）には到着するよう計画すること。
（運転手の休息、書類の記入、車両の点検等のため）



1学期

期日 曜日 行事名 学年 目的地 時間 台数 担当者 往・復

5/7 水 校外学習（中学部） 中１～３年 海洋博記念公園 9:15～12:０0 往・復

5/16 金 校外学習（小学部） 小５・６年 わんさか大浦パーク 9:20～13:50 往・復

5/23 金 校外学習（小学部） 小１～４年 海洋博記念公園 9:20～13:50 往・復

6/26 木 校外学習（小学部） 小１・２年 宜野座道の駅 9:20～12:20 往・復

6/27 金 校外学習(中学部） 中２・３年 琉球村 9:15～12:00 往・復

7/11 金 校外学習（小学部） 小３・４年 轟の滝 9:20～13:50 往・復

7/11 金 校外学習（小学部） 小５・６年 福地ダム 9:20～13:50 往・復

２学期

期日 曜日 行事名 学年 目的地 時間 台数 往・復

9/9 火 交流会（小学部） 小３・５・６年 屋部小 9:20～12:20 往・復

9/12 金 校外学習（小学部） 小１～４年 寄合原農場 9:20～12:20 往・復

9/19 金 校外学習（小学部） 小５・６年 シークワーサーパーク 9:20～13:50 往・復

10/10 金 校外学習(中学部） 中学部 9:15～12:00 往・復

10/24 金 校外学習（小学部） 小１・２年 金武タームランド 9:20～12:20 往・復

10/24 金 校外学習（小学部） 小３・４年 ネイチャー未来館 9:20～13:50 往・復

10/31 金 校外学習（小学部） 小５・６年 名護防災センター 9:20～12:20 往・復

11/6 木 校外学習(中学部） 中学部 10:00～13:45 往・復

11/7 金 校外学習（小学部） 小１・２・４年 大宮小 9:15～12:00 往・復

11/9 月 理社合同学習（高等部） 高1～3年 9:10～14:00 往・復

11/14 金 校外学習（高等部） 高1～3年 9:15～14:00 往・復

11/18 火 理社合同学習（高等部） 高1～3年 9:10～14:00 往・復

11/21 金 特体連体育大会 中・高 県総合運動公園 9:00～14:45 往・復

11/27 木 校外学習（小学部） 小全学年 名護市民会館 9:20～12:20 往・復

12/4 木 交流会（高学部） 高1～3年 名護高校 9:15～12:40 往・復

12/5 金 校外学習（小学部） 小１・２年 県民の森 9:20～12:20 往・復

12/5 金 校外学習（小学部） 小３・４年 イオン名護 9:20～13:50 往・復

12/12 金 校外学習（小学部） 小５・６年 ゴーダック 9:20～12:20 往・復

３学期　　　　　　　　　

期日 曜日 行事名 学年 目的地 時間 台数 往・復

1/30 金 校外学習（小学部） 小１・２年 八重岳公園 9:20～12:20 往・復

1/30 金 校外学習（小学部） 小５・６年 八重岳公園・海洋博記念公園 9:20～13:50 往・復

2/4 水 特体連駅伝試走会 中・高 県総合運動公園 9:00～12:00 往・復

2/6 金 特体連駅伝大会 中・高 県総合運動公園 9:00～14:45 往・復

2/10 金 校外学習（小学部） 小３・４年 名護ごみ処理場 9:20～13:50 往・復

2/13 金 理社合同学習（高等部） 高1～3年 9:10～14:00 往・復

2/20 金 校外学習（高等部） 高1～3年 9:10～14:00 往・復

令和7年度　校外学習年間計画　（案）

○学校行事等によりスクールバスを利用する場合、次の事項を守らなければならない。スクールバス運行規程 第３条
　①スクールバスは、路線バスの運行する道路を運行することが原則であることから、場所・経路等は事前に下見すること。
　②スクールバスを学校行事等に利用する場合、「行事計画書」を実施期日の2週間前までに事務長と協議の上で起案し、
　　介助員(バス）、事務主事、事務長、教頭、校長の決裁を受けること。
　③行事の責任者は、決済を受けた「行事計画書」のコピーを事務長が委託業者に提出し、行事への協力依頼すること。
　④行事の都合で、スクールバスが待機せざるを得ない場合は、駐車場の確保をすること。
　⑤行事等でスクールバスを利用する場合、「スクールバス利用の心得」を十分踏まえ、安全運転に留意すること。
＊バス部の勤務時間割振り（休息及び休憩等）
　　・月～金曜日：6:４0勤務開始   10:00～13:00(勤務を要しない時間)  17:００勤務終了
〇スクールバスを利用する校外学習の場合は、校外学習計画案を2週間前までに起案する。
〇決済後、決済のおりた校外学習計画案をバス部に提出する。（バス部がバス会社及び運転手へ計画案を提出する。）
○下校（中送り）に支障のない範囲で計画すること。また、下校20分前（遅くても15分前）には到着するよう計画すること。
（運転手の休息、書類の記入、車両の点検等のため）


